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大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
）
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積

烏
帽
子
特
例
休
猟
区

（
由
布
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
三
三
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

由
布
市
庄
内
町
野
畑
の
県
道
田
野
庄
内
線
と
市
道
大
龍
成
合

線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
県
道
庄

内
久
住
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
東
に
進
み
、
県
道

龍
原
挾
間
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
東
に
進
み
、
県

道
庄
内
久
住
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
由

布
市
と
竹
田
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
西
に
進
み
、
阿

蘇
野
川
に
至
り
、
同
川
の
右
岸
を
北
東
に
進
み
、
県
道
田
野
庄

内
線
の
野
畑
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
、

起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
三
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

区
域

朝
地
特
例
休
猟
区

平
三
〇
・
一
一
・
　

豊
後
大
野
市
朝
地
町
鳥
田
の
市
道
神
角
寺
線
二
号
線
と
国
道

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

七
四

（
豊
後
大
野
市
）

一
か
ら
平
三
三
・

一
〇
・
三
一
ま
で

四
四
二
号
線
（
牧
谷
橋
）
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
国
道
を

北
に
進
み
、
豊
後
大
野
市
と
大
分
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境

界
を
北
東
に
進
み
、
豊
後
大
野
市
朝
地
町
と
豊
後
大
野
市
大
野

町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
南
西
に
進
み
、
林
道
烏
帽

子
・
神
角
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
西
に
進
み
、
林
道

神
角
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
西
に
進
み
、
市
道
神

角
寺
支
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
市
道

神
角
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
豊
後
大

野
市
朝
地
町
と
豊
後
大
野
市
大
野
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境

界
を
南
東
に
進
み
、
市
道
鳥
屋
白
石
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
北
に
進
み
、
市
道
神
角
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
北
に
進
み
、
市
道
神
角
寺
線
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
市
道
を
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
八
九

十
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域
。

田
来
原
特
例
休
猟
区

（
日
田
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
三
三
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

日
田
市
大
山
町
大
字
西
大
山
の
市
道
田
来
原
木
弓
線
と
県
道

日
田
鹿
本
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、

県
道
西
大
山
大
野
日
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に

進
み
、
市
道
赤
石
本
村
虫
秋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

南
に
進
み
、
市
道
坂
合
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に

進
み
、
県
道
日
田
鹿
本
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
西
に

進
み
、
県
道
西
大
山
大
野
日
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道

を
西
に
進
み
、
市
道
田
来
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

北
東
に
進
み
、
市
道
田
来
原
木
弓
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
〇

八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

三
保
山
特
例
休
猟
区

（
中
津
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
三
三
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

中
津
市
大
字
植
野
の
国
道
一
〇
号
線
と
県
道
深
秣
植
野
線
と

の
交
点
（
植
野
信
号
機
）
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南
に
進

み
、
中
津
市
と
宇
佐
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界

を
南
に
進
み
、
中
津
市
三
光
と
宇
佐
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同

境
界
を
南
東
に
進
み
、
県
道
深
秣
植
野
線
と
の
交
点
（
清
水
ト

ン
ネ
ル
）
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
県
道
円
座
中
津

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
西
に
進
み
、
県
道
渋
見
成

恒
中
津
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
東
に
進
み
、
国
道

一
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
南
東
に
進
み
、
起
点

に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
六
三
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号



平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

二

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積

東
鳥
獣
保
護
区
（
杵
築

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

杵
築
市
大
字
片
野
の
県
道
日
出
真
那
井
杵
築
線
と
市
道
納

屋
第
一
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
東
に
進

み
、
市
道
納
屋
臨
港
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に

進
み
、
納
屋
漁
港
埋
立
地
周
回
道
路
と
の
最
初
の
交
点
に
至

り
、
同
道
路
を
東
に
進
み
、
納
屋
漁
港
南
側
護
岸
付
根
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
（
最
低
潮
位
）
を
権
現
鼻

に
向
っ
て
進
み
、
加
貫
鼻
を
経
て
日
出
町
と
の
境
界
（
年
田

川
河
口
右
岸
）
に
至
り
、
同
境
界
を
北
に
進
み
、
市
道
年
田

浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
県
道
日
出

真
那
井
杵
築
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
東
に
進
み

起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
四
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区

域

諏
訪
鳥
獣
保
護
区
（
臼

杵
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

臼
杵
市
大
字
江
無
田
の
市
道
福
良
江
無
田
線
と
県
道
臼
杵

坂
ノ
市
線
と
の
交
点
（
江
無
田
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
県
道

を
北
に
進
み
、
明
治
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
橋
を
東
に
進

み
、
市
道
海
辺
三
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

北
東
に
進
み
、
農
道
後
ケ
迫
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
農
道

を
東
に
進
み
、
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
東
に
進
み

諏
訪
山
に
至
り
、
同
山
か
ら
稜
線
を
北
に
進
み
、
東
に
分
岐

す
る
尾
根
に
至
り
、
同
尾
根
の
稜
線
を
東
に
進
み
、
北
東
に

分
岐
す
る
尾
根
に
至
り
、
同
尾
根
の
稜
線
を
北
東
に
進
み
、

北
西
に
分
岐
す
る
尾
根
に
至
り
、
同
尾
根
の
稜
線
を
北
東
に

進
み
、
市
道
黒
岩
線
の
終
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進

み
、
県
道
下
ノ
江
港
海
岸
線
（
最
低
潮
位
）
と
の
交
点
に
至

り
、
同
海
岸
線
を
北
東
に
進
み
、
大
浜
集
落
の
通
称
「
松
ケ

鼻
（
鯨
の
墓
）
」
に
至
り
、
同
所
か
ら
臼
杵
港
防
砂
提
燈
台

を
見
通
す
線
上
を
進
み
、
同
燈
台
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸

線
（
河
口
）
に
沿
っ
て
を
西
に
進
み
、
臼
杵
川
右
岸
を
上
流

に
進
み
、
昭
和
橋
に
至
り
、
同
橋
を
渡
り
、
同
川
左
岸
を
下

流
に
進
み
、
万
里
橋
に
至
り
、
同
橋
か
ら
市
道
福
良
江
無
田

線
を
北
進
し
、
起
点
に
至
る
面
積
四
九
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区

域

南
津
留
鳥
獣
保
護
区

（
臼
杵
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

臼
杵
市
大
字
掻
懐
の
南
中
学
校
橋
と
臼
杵
川
左
岸
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
南
西
に
進
み
、
臼

杵
市
大
字
掻
懐
二
一
九
二
―
一
に
通
ず
る
道
路
と
の
交
点
に

至
り
、
同
道
路
を
北
西
に
進
み
、
臼
杵
市
大
字
掻
懐
二
一
九

二
―
一
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
に
稜
線
を
進
み
、
通
称
「
キ

ジ
が
鶴
の
尾
根
」
に
至
り
、
同
尾
根
の
稜
線
を
北
東
に
進

み
、
南
東
に
分
岐
す
る
尾
根
に
至
り
、
同
尾
根
の
稜
線
を
南

東
に
進
み
、
臼
杵
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
左
岸
を
西

に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
区
域

師
田
原
ダ
ム
鳥
獣
保
護

区
（
豊
後
大
野
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

豊
後
大
野
市
大
野
町
十
時
の
県
道
大
分
大
野
線
と
師
田
原

ダ
ム
管
理
道
路
と
の
交
差
点
を
起
点
と
し
、
同
管
理
道
路
を

南
西
に
進
み
、
市
道
師
田
原
高
野
線
と
の
交
差
点
に
至
り
、

同
市
道
を
東
に
進
み
、
県
道
大
分
大
野
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面

積
二
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

久
住
大
船
鳥
獣
保
護
区

（
竹
田
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

竹
田
市
大
字
有
氏
の
国
有
林
大
分
中
部
森
林
計
画
区
二
〇

七
二
林
班
と
民
有
林
の
境
界
と
同
計
画
区
二
〇
六
八
林
班
と

民
有
林
の
境
界
と
の
交
点
（
鍋
割
峠
）
を
起
点
と
し
、
同
計

画
区
二
〇
六
八
林
班
と
民
有
林
の
境
界
を
北
西
に
進
み
、
鉾

立
峠
を
経
て
同
計
画
区
二
〇
六
八
林
班
と
同
計
画
区
二
〇
六

九
林
班
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
南
西
に
進

み
、
同
計
画
区
二
〇
六
七
林
班
と
同
計
画
区
二
〇
六
九
林
班

と
の
境
界
と
の
交
点
に
い
た
り
、
同
境
界
を
西
に
進
み
、
同

計
画
区
二
〇
六
六
林
班
と
同
計
画
区
二
〇
六
九
林
班
と
の
境

界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
西
に
進
み
、
同
計
画
区
二

〇
六
四
林
班
と
同
計
画
区
二
〇
六
九
林
班
と
の
境
界
と
の
交

点
に
至
り
、
同
境
界
を
西
に
進
み
、
通
称
「
久
住
分
れ
」
を

経
て
竹
田
市
久
住
町
と
玖
珠
郡
九
重
町
と
の
境
界
（
稜
線
）

に
至
り
、
同
境
界
を
北
東
に
進
み
、
三
俣
山
を
経
て
由
布
市

庄
内
町
と
竹
田
市
久
住
町
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同

境
界
を
東
に
進
み
、
黒
岳
登
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
登

山
道
を
南
に
進
み
、
同
計
画
区
四
七
林
班
と
同
計
画
区
四
八

林
班
の
境
界
（
通
称
「
ソ
バ
バ
ッ
ケ
」
）
に
至
り
、
同
境
界

を
南
に
進
み
、
同
計
画
区
四
七
林
班
と
民
有
林
と
の
境
界
と

の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
西
に
進
み
、
同
計
画
区
四
六
林

班
と
官
行
造
林
地
一
七
林
班
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
境
界
を
西
に
進
み
、
同
計
画
区
四
六
林
班
と
同
計
画
区
二

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）



平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

三

〇
七
二
林
班
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
西

に
進
み
、
同
計
画
区
二
〇
七
二
林
班
と
民
有
林
と
の
境
界
と

の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
南
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線

に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
五
二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

天
ヶ
谷
鳥
獣
保
護
区

（
九
重
町
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

九
重
町
大
字
湯
坪
の
玖
珠
川
左
岸
と
町
道
田
野
宝
泉
寺
停

車
場
線
と
の
交
点
（
豊
後
渡
）
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
南
西
に
進
み
、
「
柴
や
か
た
峠
」
に
至
り
、
同
所
か

ら
稜
線
を
東
に
進
み
、
九
州
自
然
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、

同
自
然
歩
道
を
南
に
進
み
、
九
州
電
力
天
ヶ
谷
貯
水
池
の
堰

堤
左
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
九
州
電
力
天
ヶ
谷
取
水
口
に
通

じ
る
歩
道
を
東
に
進
み
、
九
州
電
力
天
ヶ
谷
取
水
口
左
端
と

玖
珠
川
の
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
左
岸
を
南
西
に
進

み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
九
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
区
域

岳
切
鳥
獣
保
護
区
（
宇

佐
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

宇
佐
市
院
内
町
定
別
当
の
岳
切
渓
谷
右
岸
と
市
道
田
所
岳

切
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
通

称
「
堂
ノ
田
」
に
至
り
、
同
所
か
ら
通
称
「
投
薮
尻
谷
」
を

東
に
進
み
、
岳
切
渓
谷
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
渓
谷
右

岸
を
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
八
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積

鶴
見
・
野
田
特
定
猟
具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域

（
別
府
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

別
府
市
大
字
鶴
見
の
県
道
別
府
山
香
線
と
市
道
小
倉
鶴
見

原
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
市

道
館
石
二
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進

み
、
市
道
荘
園
町
～
館
石
鶴
見
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
西
に
進
み
、
県
道
別
府
一
の
宮
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
県
道
を
北
に
進
み
、
国
道
五
〇
〇
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
国
道
を
西
に
進
み
、
市
道
鉄
輪
貯
水
池
明
礬
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
市
道
井
上
添
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
鉄
輪
赤
湯

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
北
鉄

輪
野
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
県
道

別
府
山
香
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
西
に
進
み
、

県
道
鉄
輪
亀
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
東
に

進
み
、
市
道
新
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進

み
、
市
道
西
行
寺
新
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南

に
進
み
、
市
道
筋
湯
寺
ノ
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道

を
南
に
進
み
、
市
道
中
町
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
西
行
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
北
西
に
進
み
、
市
道
妙
診
鉄
輪
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
県
道
別
府
山
香
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま

れ
た
面
積
五
九
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　

別

府

湾

特

定

猟

具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域

（
別
府
市
・
大
分
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

別
府
市
北
浜
の
国
道
一
〇
号
線
と
境
川
右
岸
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
川
右
岸
を
東
に
進
み
、
埋
立
地
突
端
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
大
分
港
西
側
灯
台
を
見
通
す
線
上
を
進

み
、
同
灯
台
に
至
り
、
同
所
か
ら
大
分
港
西
側
防
波
堤
を
南

西
に
進
み
、
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
海
岸
線
を
東
に

進
み
、
祓
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
左
岸
を
南
西
に

進
み
国
道
一
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
北
西
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
九
六
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
区
域

武
蔵
・
黒
津
崎
特
定
猟

具
（
銃
）
使
用
禁
止
区

域
（
国
東
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

国
東
市
国
東
町
小
原
の
国
道
二
一
三
号
線
と
清
流
川
右
岸

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
川
の
右
岸
を
北
東
に
進
み
、
海

岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南
に
進
み
、

武
蔵
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
の
左
岸
を
西
に
進

み
、
県
道
国
東
安
岐
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
に

進
み
、
国
道
二
一
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
北

に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
四
四
○
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
区
域

大
分
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
大
分

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

大
分
市
大
字
日
吉
原
一
の
一
の
七
号
埋
立
地
北
東
角
を
起

点
と
し
、
海
岸
線
を
南
に
進
み
、
同
埋
立
地
の
北
東
突
端
に

至
り
、
同
所
か
ら
旧
大
分
市
と
旧
佐
賀
関
町
と
の
境
界
と
海

岸
線
と
の
交
点
を
見
通
す
線
上
を
進
み
、
同
交
点
に
至
り
、

同
境
界
を
南
東
に
進
み
、
国
道
一
九
七
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
国
道
を
西
に
進
み
、
市
道
東
鶴
崎
下
徳
丸
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進
み
、
県
道
大
分
臼
杵
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
市
道
下
徳
丸
大
津
留

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）
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線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
松
岡

大
津
留
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進
み
、
市
道

毛
井
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
県

道
鶴
崎
大
南
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
に
進
み
、

明
治
大
分
水
路
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
水
路
左
岸
を
北

西
に
進
み
、
県
道
大
分
臼
杵
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道

を
西
に
進
み
、
国
道
一
○
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道

を
元
町
、
古
国
府
及
び
花
園
を
経
て
、
県
道
弁
天
横
瀬
自
転

車
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
東
九

州
自
動
車
道
（
大
分
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
）
と
の
交
点
に
至

り
、
同
自
動
車
道
を
北
西
に
進
み
、
県
道
大
分
臼
杵
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
東
に
進
み
、
市
道
王
子
椎
迫
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
南
春
日
駄

原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
王

子
南
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
国
道

一
○
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
北
西
に
進
み
、
祓

川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
左
岸
を
北
東
に
進
み
、
海
岸

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
海
岸
線
を
西
に
進
み
、
大
分
港
西

側
防
波
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
防
波
堤
を
北
東
に
進
み
、

西
側
灯
台
に
至
り
、
同
所
か
ら
豊
海
一
丁
目
北
西
角
を
見
通

し
た
線
上
を
進
み
、
豊
海
一
丁
目
北
西
角
に
至
り
、
同
所
か

ら
埋
立
地
の
海
岸
線
と
大
分
川
、
乙
津
泊
地
、
鶴
崎
泊
地
の

そ
れ
ぞ
れ
の
両
岸
突
端
を
結
ぶ
線
を
北
東
に
進
み
、
九
州
石

油
大
分
製
油
所
東
北
角
に
至
り
、
同
所
か
ら
青
崎
の
六
号
埋

立
地
に
北
西
角
を
見
通
す
線
上
を
進
み
、
同
埋
立
地
北
西
角

に
至
り
、
同
所
か
ら
大
在
公
共
埠
頭
西
側
の
六
号
埋
立
地
北

東
角
を
結
ぶ
線
上
を
進
み
、
同
埋
立
地
北
東
角
に
至
り
、
同

所
か
ら
大
在
埠
頭
東
側
の
七
号
埋
立
地
北
西
角
を
結
ぶ
線
上

を
進
み
、
同
七
号
埋
立
地
北
西
角
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
埋

立
地
北
東
角
を
見
通
す
線
上
を
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲

ま
れ
た
区
域
及
び
同
区
域
の
五
○
○
メ
ー
ト
ル
沖
合
の
海
面

を
含
む
面
積
八
、
五
○
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

佐
伯
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
佐
伯

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

佐
伯
市
大
字
池
船
町
の
番
匠
川
左
岸
と
市
道
駅
前
佐
伯
大

橋
線
と
の
交
点
（
佐
伯
大
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
北

に
進
み
、
住
吉
橋
と
中
江
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川

左
岸
を
東
に
進
み
、
中
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
右

岸
を
北
東
に
進
み
、
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
海
岸
線

を
東
に
進
み
、
番
匠
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
左
岸

を
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
五
○
○
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
区
域

木
立
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
佐
伯

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

佐
伯
市
大
字
木
立
の
国
道
三
八
八
号
線
と
県
道
長
良
木
立

線
と
の
交
点
（
津
志
河
内
線
）
を
起
点
と
し
、
同
国
道
を
南

東
に
進
み
、
県
道
色
宮
港
木
立
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県

道
を
南
東
に
進
み
、
木
立
川
支
流
大
野
川
に
架
か
る
通
称

「
竹
ヶ
鼻
橋
」
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
よ
り
農
道
を
南
西

に
直
進
し
、
突
き
当
た
っ
て
更
に
南
東
に
進
み
、
市
道
木
立

中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
市
道

門
の
鼻
亀
の
甲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進

み
、
国
道
三
八
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
南
西

に
進
み
、
市
道
角
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西

に
進
み
、
市
道
小
島
角
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

北
西
に
進
み
、
木
立
川
左
岸
堤
防
管
理
用
通
路
と
の
交
点
に

至
り
、
同
通
路
を
北
西
に
進
み
、
県
道
長
良
木
立
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま

れ
た
面
積
三
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

日
田
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
日
田

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

日
田
市
大
字
日
高
の
国
道
二
一
二
号
線
と
市
道
小
渕
大
宮

線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
県
道

日
田
鹿
本
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
西
に
進
み
、

国
道
二
一
○
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
西
に
進

み
、
県
道
石
井
庄
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
東

に
進
み
、
市
道
石
井
舟
場
三
ッ
頭
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
北
西
に
進
み
、
同
市
道
の
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

三
隈
川
の
右
岸
と
花
月
川
の
左
岸
と
の
交
点
を
見
通
す
線
上

を
進
み
、
同
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
花
月
川
の
左
岸
を
北

東
へ
進
み
、
国
道
三
八
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道

を
東
に
進
み
、
国
道
二
一
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国

道
を
南
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
四
八

○
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

耶

馬

溪

特

定

猟

具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域

（
中
津
市
・
玖
珠
町
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
鴫
良
の
県
道
森
耶
馬
溪
線
と
県
道

耶
馬
溪
院
内
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
県
道
耶
馬
溪
院
内

線
を
東
に
進
み
、
市
道
折
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道

を
南
に
進
み
、
奈
女
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
左
岸

を
上
流
に
進
み
、
市
道
錦
雲
峡
家
籠
線
の
暗
渠き

ょ

に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
、
県
道
森
耶
馬
溪
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
併
用
林
道
ヲ
シ
カ
長
尾

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
北
西
に
進
み
、
国
有
林
大

分
西
部
事
業
区
二
○
一
林
班
と
民
有
林
と
の
境
界
に
至
り
、



平
成
三
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大
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県
報
号
外
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告
示
）

同
境
界
を
北
西
に
進
み
、
う
つ
く
し
谷
と
の
交
点
に
至
り
、

同
谷
を
北
西
に
進
み
、
玖
珠
町
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同

境
界
を
北
西
に
進
み
、
字
上
百
谷
に
通
じ
る
里
道
と
の
交
点

に
至
り
、
同
里
道
を
北
に
進
み
、
市
道
百
谷
藤
の
木
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、
市
道
池
の
畑
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
県
道
森
耶
馬
溪
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線

で
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
一
○
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

中
津
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
中
津

市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

中
津
市
大
字
小
祝
の
中
津
川
の
流
心
と
県
道
中
津
港
線
の

北
門
橋
の
交
差
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南
東
に
進
み
、

県
道
中
津
高
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進

み
、
県
道
東
下
中
津
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に

進
み
、
県
道
豊
前
万
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
西

に
進
み
、
県
境
の
山
国
川
の
市
場
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
こ

れ
よ
り
山
国
川
の
流
心
を
下
流
に
進
み
、
中
津
川
と
の
分
岐

点
と
の
交
点
に
至
り
、
中
津
川
を
下
流
に
進
み
、
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
二
八
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

呉
崎
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域
（
豊
後

高
田
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

豊
後
高
田
市
と
真
玉
町
と
の
境
界
（
赤
坂
川
）
と
国
道
二

一
三
号
線
と
の
交
点
（
赤
坂
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
国
道
を

南
西
に
進
み
、
石
部
川
中
央
線
と
の
交
点
（
堂
ノ
本
橋
）
に

至
り
、
同
川
の
中
央
線
を
西
に
進
み
、
市
道
呉
崎
Ａ
三-

一
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
市
道
呉
崎
Ｋ-

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
市
道
呉

崎
Ｋ-

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
市

道
呉
崎
Ｋ-

一
○
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進

み
、
市
道
呉
崎
Ｋ-

三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北

東
に
進
み
、
市
道
広
瀬
Ｂ-

三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
北
東
に
進
み
、
豊
後
高
田
市
と
真
玉
市
と
の
境
界
（
赤

坂
川
）
と
の
交
点
（
潮
見
橋
）
に
至
り
、
同
境
界
を
南
東
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
五
四
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
区
域

真
玉
干
拓
特
定
猟
具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域

（
豊
後
高
田
市
）

平
三
〇
・
一
一
・

一
か
ら
平
四
〇
・

一
〇
・
三
一
ま
で

　

真
玉
町
大
字
西
真
玉
の
市
道
真
玉
干
拓
Ａ-

五
号
線
と
市
道

真
玉
干
拓
Ｂ-

二
号
線
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
南
西

に
進
み
、
赤
坂
川
の
通
称
入
川
の
中
央
線
を
南
西
に
進
み
、

旧
豊
後
高
田
市
と
旧
真
玉
町
の
境
界
（
赤
坂
川
）
と
の
交
点

に
至
り
、
同
境
界
を
北
西
に
進
み
、
市
道
真
玉
干
拓
Ｂ-

九
号

線
の
始
点
と
終
点
を
結
ぶ
線
の
延
長
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
終
点
を
結
ぶ
線
上
を
進
み
、
同
市
道
終
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
真
玉
干
拓
Ｂ-

九
号
線
を
北
東
に
進

み
、
真
玉
港
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
港
左
岸
を
南
東
に

進
み
、
旧
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
旧
堤
防
を
南
西
に
進

み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
区
域

　　　　


